
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

市民生活応援ＩＳＥＣＡ５０％プレミア
ムキャンペーン

①物価高騰の影響を受けた生活者に対して、消費（食料品
を含む）を下支えするために、伊勢崎市電子地域通貨
ISECAを活用し、プレミアムポイントを付与することにより支
援を図るもの。
チャージ時にチャージ額の50％相当をプレミアムポイント
（一人当たり20,000ポイントを上限）として付与するプレミア
ムキャンペーンを実施するもの。（例）40,000円のチャージ
により20,000ポイントを付与
②プレミアムポイント費用及び事業実施に係る事務費（委
託料、広告料、通信運搬費）
③727,800千円
・プレミアムポイント費用　700,000千円
　一人当たり20,000ポイント×35,000人（1ポイント＝1円）
・事務費　27,800千円
　委託料　26,800千円（窓口・コールセンター等）
　広告料　780千円（広告掲載）
　通信運搬費　220千円（加盟店アンケート）
④ISECA会員

R8.1 R8.3

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

子ども食堂等運営費支援事業

①物価高騰の影響を受けた子ども食堂等に対し、運営費
の負担軽減を図ることを目的とし、１団体上限１０万円の補
助を行うもの
②団体への補助金（備品購入費、その他運営に係る経費
等）
③100千円×10団体＝1,000千円
④伊勢崎市社会福祉協議会が運営するいせさきフード
ネットワーク参加団体

R7.4 R7.12

3
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

肥料価格高騰対策事業

①肥料価格の高騰が高止まりし、農業経営を圧迫する環
境下において、化学肥料の低減にもつながる特殊肥料等
の購入代の一部に対し助成金を交付し、農業者の営農継
続に寄与することを目的とするもの。
②助成金及び事業実施に係る事務費
③事業費　9,130千円
・助成金
特殊肥料等販売額(63,000千円-63,000千円÷1.4)×
50%=9,000千円
※農業物価統計における肥料総合の物価指数が139.5で
あることから、上昇率を概ね40％と捉え、この肥料コスト上
昇分の50％以内を補助する
※令和６年６月から令和７年５月末までに購入した特殊肥
料等を対象とする。
・通信運搬費　130千円
④特殊肥料等を使用する市内に住所を有する農業経営体

R7.9 R8.3

4
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

飼料高騰対策助成金事業

①飼料価格の高騰による畜産農業者に及ぶ影響を緩和
し、その事業の継続を支援するため、市内で畜産業を営む
農業者に対し、その事業の用に供する配合飼料の購入量
に応じて助成金を交付するもの。
②助成金及び事業実施に係る事務費
③事業費　40,549千円
助成金　40,531千円
・乳牛　　　1,371円×5,670トン＝7,773,570円
・肉用牛　 1,516円×6,790トン＝10,293,640円
・豚　　　 　1,455円×12,310トン＝17,911,050円
・採卵鶏　 2,051円×2,140トン＝4,389,140円
・ブロイラ－　1,812円×90トン＝163,080円
※対象期間：令和５年度実施事業の対象月の翌月(令和5
年１０月)から12か月
・事務費　通信運搬費　18千円
④本市で乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラーを飼育し
対象となる畜産売上金額が50万円以上の農業者

R7.5 R7.7
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5
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

中小企業GX推進事業費補助金交付
事業

①物価高騰の影響によるコスト増に悩む市内事業者（中小
企業）がエネルギー消費効率等の優れた省エネルギー設
備を購入する際の経費の一部を支援することで、エネル
ギー使用量の削減による中小企業の負担軽減を図るも
の。
②補助金及び事業実施に係る事務費
③395,610千円
　・補助金　上限200万円（補助率1/2）
　　200万円×185社＝370,000千円
　・事務経費　通信運搬費　110千円
　　　　　　　　  事務委託料　25,500千円
④市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減によ
る経営基盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経
済の活性化を図るため、経済と環境の好循環を目指すグ
リーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために
設備投資を行う中小企業者等及び個人事業主

R7.4 R8.3

6
③消費下支え等を通
じた生活者支援

ISECAプレミアムキャンペーン事業

①市内の中小店舗において電子地域通貨（ISECA）で支払
いを行った場合に、30%（上限額6,000ポイント/人）をプレミ
アム分としてポイント還元し、消費を下支えすることで、エ
ネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民
と市内企業への経済的支援を図る。
②補助金及び事業実施に係る事務費
③264,220千円
　・プレミアムポイント経費　240,000千円（4万人分）
　・事務経費　通信運搬費　220千円
　　　　　　　　  事務委託料　24,000千円
④電子地域通貨（ISECA）利用者

R7.4 R8.3

7

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食安定提供事業

①食材費が高騰する中、保護者に新たな負担を求めるこ
となく学校給食を安定的に提供するため、高騰する食材費
の増額分を支援するもの。
②学校給食で提供している主食等食材費の高騰に伴い、
本来は保護者が負担することとなる食材費の高騰分を経
費とする。
③44,830,000円
　食材費高騰分25円×給食人員8,966人×給食回数200回
※第3子以降学校給食費助成金が交付されている者、生
活保護法の規定により給食費の全部支給を受けている
者、就学援助制度により給食費が支給されている者、就学
奨励費の支給を受けている者は除く。
※令和７年度から給食費が無償となる中学生も対象から
除く
※学校給食法の対象外である幼稚園の園児も対象から除
く
④市内小学生の保護者

R7.4 R8.3

8 R8.3R7.7

①エネルギー・物価高騰の影響を受ける中、家庭における
エネルギー費用負担の軽減を図るとともに、未来に向けた
省エネ化・脱炭素化を促進することを目的として、省エネ効
果が高い家電製品へ買い換えた市民に対し、補助金を電
子地域通貨「ISECA」で交付するもの。
②交付金及び事業実施に係る事務費（負担金、補助及び
交付金、委託料、通信運搬費等）
③44,354千円
補助金　40,000千円
　・エアコンまたは冷蔵庫・冷凍庫　20千円×2,000世帯
事務費　　4,354千円
　・会計年度任用職員の経費、通信運搬費、委託料等
④補助対象
・製品はエアコンまたは冷蔵庫
・１品の金額が３万円以上の製品を購入していること。
・購入金額（税込）の1/3以内を補助するもの。
・１世帯あたりの上限2万円までの補助とするもの。
・省エネ家電…省エネ性能の「多段階評価点」を元に当市
が一定の省エネ効果があると認めた基準を満たす製品で
あること。

物価高騰対応省エネ家電買換促進
事業

④省エネ家電等へ
の買い換え促進によ
る生活者支援
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9
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

水稲次期作高騰対策助成金

①物価高騰の影響による主食水稲生産者の生産意欲の
減退や
耕作放棄、離農等を防ぎ、経営安定及び健全な発展を図
り、
新規需要米を含む水稲の次期作支援を目的とする。
②令和8年度産の水稲作付経費(種苗・培土購入費等）
③事業費　　30,478千円
・助成金
交付単価3,500円/10a× 対象面積86,999a=30,449,650円
・通信運搬費
事業周知　対象者数 200名×140円×1回＝28,000円
④本市に在住する認定農業者および令和7年経営所得安
定対策申請者

R7.7 R8.2

10
③消費下支え等を通
じた生活者支援

物価高騰対応ひとり暮らし高齢者等
支援事業

①防犯意識の高まりを踏まえ、物価高騰の影響を受けて
いる高齢者に対し、家庭用防犯カメラ及び録画機能付きイ
ンターホンの購入費等の一部を助成するもの。
②家庭用防犯カメラ及び録画機能付きインターホンの購入
費・設置費等（付属品の購入費用も含む）の１／２（上限額
20,000円）
③6,033千円
　補助金　6,000千円（20,000円×300件）
　通信運搬費　33千円（110円×300件）
④65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ
の世帯の人

R7.7 R8.3

11

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

物価高騰対応介護サービス事業所支
援助成金事業

①市内の介護サービス事業所に及ぶ物価高騰等の影響
を緩和し、サービス提供継続のための支援金を交付するも
の。
②支援金及び事業実施に係る事務費（通信運搬費・振込
手数料）
③20,946千円
支援金　20,900千円
・入所系・短期入所系　助成金100千円×88事業所
・通所系　助成金50千円×116事業所
・訪問系　助成金30千円×210事業所
事務費　46千円
・郵便料110円×414事業所
④令和7年4月1日現在で介護サービスを提供している事業
所で令和8年度以降も事業を継続する予定の事業所（居宅
療養管理指導を除く）

R7.7 R8.3

12

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

物価高騰対応障害者施設等支援助
成金事業

①市内の障害者施設等の物価高騰等の影響を緩和し、
サービス提供継続のための支援金を交付するもの
②支援金
③16,620千円
　・入所系事業所
　　100千円×41事業所＝4,100千円
　・通所系事業所・地域生活支援事業事業所
　　50千円×200事業所＝10,000千円
　・訪問系事業所・相談支援事業所
　　30千円×84事業所＝2,520千円
④本市で障害福祉サービス等（障害福祉サービス、障害
児通所支援、相談支援等）を提供している事業所（指定管
理者を除く。）

R7.7 R8.3
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①食料品の物価高
騰に対する特別加算

物価高騰対応高齢者生活応援事業

①物価高騰の影響を受けた高齢者に対して消費（食料品
を含む）を下支えするために、65歳以上の高齢者に対し、１
万円分の生活応援ポイント（伊勢崎市電子地域通貨
ISECA）を付与した使い切りカードを交付するもの。
②生活応援ポイント費用及び事業実施に係る事務費（委
託料）
③623,400千円
・生活応援ポイント費用　550,000千円
　１人当たり10,000ポイント×55,000人（1ポイント＝1円）
・事務費 　　73,400千円
　委託料 　　73,400千円（封入封緘等）
④令和８年１月1日時点で伊勢崎市の住民基本台帳に記
録されている65歳以上の高齢者

R8.1 R8.3

14
④消費下支え等を通
じた生活者支援

水道事業会計繰出金（水道料金軽減
事業）

①物価高騰による水道契約者（官公署及び市外給水区域
の水栓を除く）の経済的負担を軽減するため、水道料金の
うち基本料金の4カ月分の免除を実施する。
②伊勢崎市水道事業会計に繰り出し　基本料金の免除に
係る費用を交付対象経費とする。
③総額　485,880千円（税込）
1)令和7年の水道料金の基本料金実績を基に算出した令
和8年3月から6月までの4か月分の水道料金の基本料金：
480,000千円（税込）
2)基本料金免除のお知らせチラシ印刷製本費：1,000千円
（税込）
3)基本料金免除のお知らせチラシ配布委託費：880千円
（税込）
4)料金システム改修費：4,000千円（税込）
④水道契約者（官公署及び市外給水区域の水栓を除く）

R8.1 R8.3

15
④消費下支え等を通
じた生活者支援

物価高騰対応区域外水道基本料金
相当費助成事業

①物価高騰等の影響による水道契約者の経済的負担を
軽減するため、他自治体から給水を受けている市民等に
対し、水道料金のうち4か月分の基本料金相当額を助成す
るもの。
②負担金（本庄市の水道料金の基本料金相当額）
③1,399千円
　口径13ｍｍ（本庄市料金）990円×1.1×257件×4か月＝
1,119,492円
　口径20ｍｍ（本庄市料金）1,430円×1.1×10件×4か月＝
62,920円
　口径25ｍｍ（本庄市料金）2,450円×1.1×20件×4か月
=215,600円
④伊勢崎市内に給水装置を有し、本庄市の水道事業から
給水を受けている伊勢崎市民や事業者。（官公署を除く）

R8.1 R8.3

16
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

物価高騰対応小学校給食費無償化
事業

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済的な負担軽
減を図るため、小学校児童の給食費の保護者負担分を令
和８年１月分から令和８年３月分まで無償化する。
②学校給食食材費
③8,656人×3,700円×3カ月=96,082千円
④市内小学生の保護者
※第3子以降学校給食費助成金が交付されている者、生
活保護法の規定により給食費の全部支給を受けている
者、就学援助制度により給食費が支給されている者、教職
員は除く。

R8.1 R8.3
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④消費下支え等を通
じた生活者支援

物価高騰対応通学路見守り活動支援
事業

①老人クラブによる通学路見守り活動の身体的負担を軽
減し、活動を継続しやすい環境を整えることで、子供の安
全確保と犯罪抑止力の向上を図るとともに、安定的な見守
り体制を維持するため、物価高騰下における消耗品購入
負担の軽減を通じて見守り活動協力者の生活者支援を図
るもの。
②見守り活動用携行型軽量椅子・晴雨兼用日傘購入（消
耗品費）
③7,128千円
・携行型軽量椅子　1,800円×1.1×1,800人＝3,564,000円
・晴雨兼用日傘　　 1,800円×1.1×1,800人＝3,564,000円
④通学路見守り活動に従事する老人クラブ会員

R8.1 R8.3

18

⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

物価高騰対応自主防災組織支援事
業

①物価高騰により後回しにされてしまいがちだが災害時に
は必ず必要となる非常用発電機を自主防災組織に配布す
ることにより、災害に備える体制を強化するもの。
②発電機とカセットガスボンベの購入費及び配送手数料
③30,464千円
備品購入費（配送手数料含）
　（発電機1台+カセットガスボンベ３本セット）×自主防災組
織数
　（178千円+1.2千円）×170組織
④自主防災組織

R8.1 R8.3
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⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応行政区運営支援事業

①行政区運営の拠点となる会議所等において、光熱水費
等の物価高騰による影響を緩和し、行政区運営の安定化
及び地域住民の経済的負担増加の抑制を目的として、行
政区に対し支援金を交付するもの
②行政区運営支援金
③8,500千円
　 行政区運営支援金　市内全170行政区一律
　 50千円×170行政区
④行政区

R8.1 R8.3
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

物価高騰対応放課後児童クラブ支援
事業

①市内の放課後児童クラブ事業所の物価高騰等の影響を
緩和し、事業の継続のための支援金を交付するもの。
②支援金
③支援金　4,700千円（50千円×94クラブ（単位））
④本市と委託契約を締結し放課後児童クラブを実施してい
る事業所

R8.1 R8.3
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⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応飼料高騰対策助成金
事業（国令和７年度補正分）

①飼料価格の高騰による畜産農業者に及ぶ影響を緩和
し、その事業の継続を支援するため、市内で畜産業を営む
農業者に対し、その事業の用に供する配合飼料の購入量
に応じて助成金を交付するもの。
②助成金及び事業実施に係る事務費(通信運搬費)
③事業費　29,409千円(29,408,409円)
助成金　29,391千円（29,390,489円（26,512トン））
・乳牛　　　877円×5,845トン＝5,126,065円
・肉用牛　 1,122円×6,345トン＝7,119,090円
・豚　　　 　1,103円×11,863トン＝13,084,889円
・採卵鶏　 1,671円×2,295トン＝3,834,945円
・ブロイラ－　1,375円×164トン＝225,500円
対象期間：令和６年１０月から12か月
事務費　18千円(17,920円）
・通信運搬費　17,920円（140×64件×2回）
④本市で乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラーを飼育し
対象となる畜産売上金額が50万円以上の農業者

R8.1 R8.3



No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

令和７年度　第３回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

物価高騰対応病院群輪番制支援事
業

①物価高騰の影響を受けた二次救急医療を担う医療機関
が適切な医療提供体制を維持するための支援金を交付す
るもの
②事業者に対する支援金
③支援金17,160千円（10千円×1,716床）
    ※令和７年４月１日現在の病床数
④本市の輪番制に参加している病院

R8.1 R8.3
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する物
価高騰対策支援

病院事業会計繰出金（物価高騰対策
支援事業）

①物価高騰の影響を価格転嫁できない市立の市民病院及
び介護老人保健施設に対し支援することを目的とし、県が
支給する給付金相当額を支援するもの。
②病院事業会計に繰り出し、物価高騰の影響を受ける病
院及び介護老人保健施設の支援に要する費用を交付対
象経費とする。
③25,568千円
　・病院（47,000円/床×494床）
　・介護老人保健施設　（47,000円/人×50人）
④物価高騰に対する県の支援給付金の対象外となる市立
の病院及び介護老人保健施設

R8.1 R8.3
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①エネルギー価格高騰による中小企業者等に及ぶ影響を
緩和し、その事業の継続を支援するため、市内の店舗、工
場、事務所等に事業のために設置する省エネ効果を認め
る設備等の導入経費の一部を補助するもの。事業実施に
当たっては、従業員の賃上げを表明する事業者の賃上げ
率に応じた補助率と補助上限額を適用するもの。
②補助金及び事務実施に係る事務経費（委託料、通信運
搬費）
③307,872千円
補助金　283,000千円（200件分）
　・賃上げ率の区分　4区分（0%から最大7%の範囲内で設
定）
　・補助率の区分　2区分（1/3又は2/3で設定）
　・補助上限額の区分　4区分（100万円から最大400万円
の範囲内で設定）
　　　283,000千円（平均1,415千円×200件）
事務費　24,872千円
　・委託料24,862千円
　・通信運搬費10千円
④市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主

物価高騰対応中小企業GX推進事業
費補助金交付事業（国令和７年度補
正分）

⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援


